
【別紙】

項目
初期登録費用

月額費用

契約更新料

販促物( チラシ・名刺)

商材

火災保険申請-01

火災保険申請-02

火災保険申請-03

プロパンガス-01

プロパンガス-02

プロパンガス-03

プロパンガス-04

都市ガス

通信(光回線)

電気(新電力)-01

電気(新電力)-01

太陽光パネル設置

蓄電池設置

15,000円(税込み)/1件

12,000円(税込み)/1件

    ■備考欄
    条件、料金の改定時は利用規約に第2条に則り、適切な対応を取らせていただきます。  (2020.11.1制定時点での設定数値)

    火災保険申請サポート案件を送客頂いた後のクロスセル商材に関しては当社の方でクロージングを行いますのでパートナー様に行って
    いただくことは一切ございません。
    ※必ず、副次報酬制度を導入する必要はございません。必要がない場合は、弊社担当者へお伝え下さい。

6,000円(税込み)/1件

1,000円(税込み)/5件

3,000円(税込み)/1件

1,500円(税込み)/5件

2,500円(税込み)/5件

クロスセル商材   副次報酬制度

5,000円(税込み)/1件

4,000円(税込み)/1件

5,000円(税込み)/1件

紹介斡旋手数料

受給額×6%(税込み)

受給額×10%(税込み)

受給額×14%(税込み)

料金表 (公式LINE)参照

    ■備考欄
     2020.11.1制定時点での設定数値となります。

    条件、料金の改定時は利用規約に第2条に則り、適切な対応を取らせていただきます。

〈株式会社 LeadMore から代理店様にお支払いする手数料と支払い条件等〉

メイン商材  通常パートナー報酬

料金(税込)

0円/月

0円/月

0円/月

〈代理店様から株式会社LeadMoreグループにお支払いいただく項目〉



    ■その他条件等

    紹介斡旋手数料の支払方法

   ①ご紹介いただいた顧客が本サービスにより保険金を受給し、顧客から当社へサポート費用をお支払いされた日にちの

   翌月20日に（当該日が金融機関の休業日である場合は、その直前の金融機関営業日）までに、指定する銀行口座に振込

    する方法で報酬額を支払うものとします。

   手数料から差し引いて計算する)

    紹介件数の計測条件

     ご紹介いただいた顧客が保険金受給の有無にかかわらず本サービスを受けることでカウントするものとします。
    ※但し以下の条件に限り、保険金受給できない場合のみカウントしない。
    築年数10年未満/直近3年以内の申請がある物件/飲食店/ かんぽ保険

    トスアップ案件のNG条件について

    ・ 70歳以上のお客様(70歳以下の親族が対応する際はトスアップ可能)

          トスアップ案件が頻繁に上記の条件に当てはまる場合は、トスアップを制限させていただく場合がございます。

②報酬お支払い時には事務手数料として振り込み毎に1000円(税込み) を頂いております。

・ 調査のご希望を全くされていない段階であるお客様。 ( オートコール上での調査希望しているお客様も
・サービスの内容を理解されていない (保険会社と認識間違えている等 )段階であるお客様。



お支払い条件

必要な場合のみ

お支払い条件

累計紹介件数 1~10件

累計紹介件数 11~30件

累計紹介件数 31件~永久

戸建て/ ガス給湯器があるお客様

戸建て/ コンロのみのお客様

集合住宅/単身者用(1R~1LDK)

集合住宅/ ファミリー用(2DK以上)

5件成約時

ー

従量B契約/5件成約時

従量C契約/5件成約時

ー

ー

    ■備考欄
    条件、料金の改定時は利用規約に第2条に則り、適切な対応を取らせていただきます。  (2020.11.1制定時点での設定数値)

    火災保険申請サポート案件を送客頂いた後のクロスセル商材に関しては当社の方でクロージングを行いますのでパートナー様に行って
    いただくことは一切ございません。
    ※必ず、副次報酬制度を導入する必要はございません。必要がない場合は、弊社担当者へお伝え下さい。

    ■備考欄
     2020.11.1制定時点での設定数値となります。

    条件、料金の改定時は利用規約に第2条に則り、適切な対応を取らせていただきます。

〈株式会社 LeadMore から代理店様にお支払いする手数料と支払い条件等〉

ー

いいただく項目〉



    ■その他条件等

    紹介斡旋手数料の支払方法

   ①ご紹介いただいた顧客が本サービスにより保険金を受給し、顧客から当社へサポート費用をお支払いされた日にちの

   翌月20日に（当該日が金融機関の休業日である場合は、その直前の金融機関営業日）までに、指定する銀行口座に振込

    する方法で報酬額を支払うものとします。

   手数料から差し引いて計算する)

    紹介件数の計測条件

     ご紹介いただいた顧客が保険金受給の有無にかかわらず本サービスを受けることでカウントするものとします。
    ※但し以下の条件に限り、保険金受給できない場合のみカウントしない。
    築年数10年未満/直近3年以内の申請がある物件/飲食店/ かんぽ保険

    トスアップ案件のNG条件について

    ・ 70歳以上のお客様(70歳以下の親族が対応する際はトスアップ可能)

          トスアップ案件が頻繁に上記の条件に当てはまる場合は、トスアップを制限させていただく場合がございます。

を頂いております。 (振り込み手続きの際に紹介斡旋

オートコール上での調査希望しているお客様もNG)

段階であるお客様。


